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御

家

人

の

義

務

御
家
人
は
幕
府
に
劃
し
て
相
嘗
の
義
務
を
負
第
せ
し
め
ら
れ
た

h
、
こ
れ
を
御
家
人
役
Z
い
ふ
。
御
家
人
役
は

御
家
人
の
所
謁
闘
東
郎
も
幕
府
に
劃
す
る
義
務
な
る
よ
ち
叉
関
東
御
役
ご
も
移
せ
ら
る
。

京
都
大
番
役

御
家
人
役
の
中
最
も
重
要
な
る
も
の
を
京
都
大
番
役
立
潟
す
。
京
都
大
番
は
叉
内
一
一
美
大

番
・
大
内
大
番
・
内
裏
守
護
Z
も
い
ひ
、
車
に
大
番
芭
も
い
へ
り
c

諸
闘
の
御
家
人
が
上
京
し
て
内
裏
を
始
め
、
京

都
の
警
衛
に
任
A
V
る
も
の
な
り
。
此
義
務
を
大
番
役
若
し
(
は
車
に
番
役
ご
い
ひ
‘
別
に
兵
士
役
の
稀
あ
h
、
此

役
に
就
け
る
も
の
を
大
番
衆
又
は
大
番
人
ご
い
ヘ
ム
リ
。
吾
妻
鏡
等
に
内
裳
守
護
以
下
関
東
御
役
人
杯
ご
あ
Z
を
見

る
も
、
関
東
諸
役
中
第
一
位
に
置
か
れ

L
を
知
る
べ
き
な

h
o

大
番
は
街
士
の
遺
制
な
り
。
中
古
の
兵
制
は
も
さ
唐
制
に
基
き
て
制
定
せ
ら
れ

L
も
の
な
る
も
、
其
後
時
宜
を

酌
量
し
て
数
回
の
修
正
を
経
た
ち
o

衛
士
ご
は
諸
闘
の
図
司
が
部
内
の
兵
士
よ
り
岬
増
援
し
て
京
都
に
怠
り
、
街
府

に
麗
し

t
共
訓
練
を
受
け
し
め
、
主
ご
し
て
内
裏
の
警
街
に
従
は
し
な
る
も
の
を
い
ム
。
軍
防
A

ザ
に
擦
れ
ば
、
衛
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ハ
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λ

士
の
上
番
は
、
其
往
復
の
日
数
を
除
き
て
一
町
例
年
を
以

τ年
限
ご
な
す
も
の
な
り
。
然
る
に
養
者
五
年
、
時
の
兵

す
ピ
ト
ナ

部
卿
阿
部
朝
白
首
名
が
諸
街
ψ
街
士
の
多
年
の
苦
役
に
堪
へ
も
y
し
て
池
己
す
る
こ
ご
己
ま

F
る
を
以
て
、

年

短
縮
せ
ん
こ
芭
を
奏
せ
し
か
ば
、
其
翌
年
(
六
年
)
に
三
年
交
代
の
制
に
改
め
ら
れ
た
h
o
首
名

ω上
奏
文
中
「
批

年
従
ν
役
、
白
首
締
u

郷
」
の
文
あ
h
o
其
交
代
年
限
の
数
十
年
に
亙
れ
る
を
推
知
す
べ
き
な
り
。
き
れ
ば
大
日
本

史
の
兵
士
山
に
は
其
令
制
Z
合
は

F
る
を
指
摘
し
て
、
「
A
廿
文
筆
後
来
所
三
改
定
国
」
古
い
へ
り
。
然
れ
ど
も
今
の
A
T
卸

も
養
老
A
T
は
既
に
本
靭
法
家
文
書
目
録
に
も
見
h
た
る
が
如
〈
、
業
編
纂
は
養
老
二
年
に
あ
り
ご
雄
Y
」
も
、
賞
施

期
は
天
平
勝
賓
九
年
(
天
卒
賓
字
元
年
)
に
し
て
、

εれ
迄
は
備
ほ
前
A

ザ
た
る
大
資
ム
ザ
が
其
効
力
を
有
L
居
た
り
し

な
9
0
而
L
t
我
A

ザ
の
母
法
正
せ
る
唐
の
兵
制
に
於
て
も
、
諸
衛
府
に
衛
士
ゐ

b
L
が
、
徴
兵
の
規
定
に
至
り

τ

t主、

一
般
兵
士
の
二
十
歳
に
し
て
徴
募
せ
ら
れ
・
六
十
歳
に

Lτ
兎
役
せ
ら
る
、
の
外
、
別
に
除
外
例
を
設
け
し

も
の
ゐ
る
を
見
古
れ
ば
、
衛
士
に
も
こ
れ
を
適
用
せ
ら
れ
た
h
し
な
る
ぺ
〈
、
我
犬
貿
令
は
此
唐
制
を
採
用
し

τ、
年
齢
ニ
十
一
歳
以
上
六
十
歳
以
下
の
正
丁
を
衛
士
に
充
て
し
な
る
べ
く
、
其
荘
役
年
限
徐
り
に
長
期
に
失
せ

る
唖
岬
め
、

阿
E

謹
白
名
の
奏
議
を
採
用
し

τ養
老
六
年
に
三
街
年
に
短
縮
せ
る
も
の
な
ら
ん
。
但
是
よ
り
先
缶
、
和

銅
四
年
に
衛
士
が
尼
弱
に
し

τ武
義
に
習
は
ず
』
る
も
の
多
か
り
し
よ
h
、
教
し

τ更
に
勇
敢
に
し
て
武
に
朝
日
へ
る

も
の
を
選
び
、

一
年
毎
に
交
代
せ
し
む
る
こ
己
、
せ
ら
れ
し
も
、

そ
は
一
時
的
の
制
に
し
て
、
復
長
期
に
改
ま
り

し
ご
見
'
ね
た

h
。



養
老
令
の
質
施
以
来
、
和
銅
四
年
の
改
正
の
如
〈
一
箇
年
を
以
て
衛
士
の
交
代
年
限
Z
し
た

b
し
が
、
共
後
復

三
年
に
復
せ
し
は
、
延
喜
式
に
衛
士
の
交
替
は
三
箇
年
を
限
h
Z
す
=
あ
る
に
て
知
ら
る
o

然
る
に
A
T
の
兵
制
が

弛
腐
し
て
行
は
れ
古
る
に
及
び
て
、
何
時
し
か
こ
れ
に
代
は
る
ぺ
き
新
兵
制
の
後
遺
を
来
た
す
に
至
れ
り
。
所
謂

大
番
の
制
-
』
れ
な
h
J
O

中
古
の
兵
制
は
原
則
ご
し
て
兵
諜
糧
食
白
弊
の
方
針
を
取
れ
旬
。
此
〈
の
如
き
は
資
産
に
之
、
さ
人
民
の
抱
く
堪

へ
得
ぺ
き
ピ
こ
ろ
に
あ
ら
宇
、

況
ん
や
衛
士
ご
し
て
京
都
に
赴
〈
に
於
て
を
や
。

3
れ
ば
賀
範
十
一
年
の
太
政
官

奏
に
て
は
、
常
時
蔵
弱
の
人
民
が
、
茸
(
席
を
耳
目
れ
ん
が
縛
め
に
兵
役
に
就
き
、
図
司
箪
毅
も
私
に
こ
れ
を
騎
使
し

て
訓
練
を
施
き
い
れ
ば
、
賞
戦
に
嘗
b
て
殆
ん
ど
其
用
を
鍔
Z
A
Y
芭
な
し
、
般
富
の
民
に
し
て
弓
馬
に
堪
ふ
る
も

の
を
選
び

τ、
武
義
を
習
は
し
め
ん
こ
さ
を
奏
諭
し
て
裁
可
を
経
た
ち
。
地
方
制
度
の
奈
乱
に
件
ひ
、
諸
闘
の
家

族
が
一
般
に
兵
カ
を
蓄
へ
て
お
の
づ
か
ら
武
士
階
級
を
形
作
る
に
及
び
、
朝
廷
は
此
輩
を
し
て
軍
事
若
し
く
は
警

察
の
事
に
従
は
し
む
る
ご
共
に
、
叉
或
期
間
京
都
に
徴
集
し
て
衛
士
の
兵
役
に
就
か
し
む
る
こ
吉
、
な
せ
る
な

h
J
O

而
し
丈
常
時
に
於
け
る
徴
募
の
方
法
は
詳
か
な
ら
十
ご
雄
げ
と
も
、
恐
ら
く
は
後
世
の
そ
れ
吉
岡

ι〈
、
所
有

田
地
の
高
に
依
'o
て
員
裁
を
定
め
ら
れ
し
も
の
な
ら
ん
。
此
〈
の
如
〈
資
産
ゐ
h
、
且
つ
武
術
の
素
養
あ
り

L
も

の
を
以
て
大
番
に
充
て
、
内
裏
の
警
衡
を
圭
ご
せ
し
め
ら
れ
し
よ
h
J
、
(
中
宮
御
所

ω大
番
は
小
右
記
に
見
ゆ
)
大

番
の
稀
は
出
で
た
り
し
も
、
其
職
務
に
至
り
て
は
衛
士
ご
異
な
ら
中
。
き
れ
ば
大
番
は
中
古
兵
制
の
康
弛
に
依
b

言肯
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ハ

λ
0

て
生
れ
た
る
新
制
度
に
し
て
、
従
来
の
衛
士
に
代
ふ
る
に
武
士
を
以
て
せ
る
も
の
な
h
ノ
。
而
し
て
是
等
の
武
士
が

源
氏
若
し
〈
は
平
氏
さ
従
属
関
係
を
結
ぷ
に
及
び
て
彼
等
が
其
兵
役
に
つ
き
て
も
、
亦
二
氏
の
統
制
を
受
く
る
こ

吉
、
な
れ
る
は
自
然
の
結
果
な
h
ご
す
。

卒
氏
の
盛
時
、
諸
闘
の
武
士
が
概
ね
卒
氏
の
家
人
允
り
し
時
代
に
あ
り
て
は
、
是
等
大
番
の
武
士
も
お
の
づ
か

ら
李
氏
の
統
制
を
受
げ
た
る
も
の
多
か
り
し
な
ら
ん
。
然
れ
y
」
も
此
時
代
に
於
げ
る
制
度
上
の
施
設
に
つ
き
て
は

記
録
の
徴
す
べ
き
も
の
な

L
o額
朝
が
卒
氏
に
代
b
諸
国

ω武
士
を
鷹
下
仁
牧
容
し

τ其
家
人
ご
な
す
に
及
び

τ、

始
め
て
制
度
の
和
三
観
る
べ
き
も
の
あ
る
に
至
れ

h
。

頼
朝
は
京
都
大
番
を
御
家
人
の
幕
府
に
劃
す
る
義
務
中
最
も
重
要
な
る
も
の
、
一

Z
し
て
、

-
」
れ
を
葉
地
頭
御

家
人
に
負
指
せ
し
め
、
有

L
〈
も
幕
府
の
御
家
人
た
る
も
の
は
、
其
借
俗
男
女
老
幼
に
依
h
て
此
義
務
を
兎
る
、

こ
ご
を
得
ぺ
か
ら
や
。
神
一
吐
寺
院
の
所
領
の
恩
給
を
受
り
て
御
家
人
に
准
せ
ら
れ
た
る
も
の
、
亦
他
の
御
家
人
役

を
高
見
除
せ
ら
れ
し
も
、
濁
h
京
都
大
番
役
は
此
限
に
あ
ら
ゴ
り
し
な
b
o
彼
等
の
中
に
は
事
情
己
む
を
得
守
し
て

兵
役
に
就
〈
司
』
Z
能
は
ざ
る
も
の
な
か
ら
し
に
あ
ら
子
、

さ
れ
ド
と
彼
等
が
名
代
印
も
代
人
を
出
げ
い
し
て
己
れ
に
代

ら
し
む
る
は
、
頼
朝
以
前
よ
り
行
は
れ
た
る
慣
行
な
り
。
熊
谷
直
賞
が
久
下
直
売
の
代
官
ご
し
て
、
(
吾
妻
鏡
建
久

三
年
ト
一
月
二
十
五
日
僚
)
又
前
記
六
傑
若
宮

ω別
賞
秀
巌
が
其
奉
仕
す
る
紳
枇
の
縛
め
に
京
都
大
番
役
を
勤
仕

せ
し
め
も
れ
し
が
知
き
は
其
一
例
な
b
o
頼
朝
は
一
時
勅
裁
を
仰
ぎ
て
諸
岡

ω在
鹿
・
荘
園
公
領

ω下
司
・
惣
押
領



使
等
を
自
己
の
管
理
に
蹄
せ
し
め
た

h
し
が
、
こ
は
其
兵
力
充
賓
の
必
要
に
出
で
だ
り
し
を
以
て
、
御
家
人
に
あ

ら
F
る
彼
等
に
向
っ
て
も
亦
内
裏
守
護
以
下

ω閥
束
役
を
負
携
せ
し
め
た
り
し
な
h
o
後
世
、
一
冗
冠
防
禦
の
必
要

上
、
幕
府
が
一
時
本
所
の
症
官
を
幕
府
の
管
轄
に
移
し
、
も
亦
酪
同
一
の
事
情
に
依
る
も
の
芭
謂
ム
ペ

L
。

頼
朝
は
六
番
の
兵
士
の
徴
募
監
督
を
諸
問
の
守
護
に
委
し
、
三
れ
を
以

τ守
護
の
職
務
中
最
も
重
要
な
る
も
の

、
一
吉
し
た
り
し
が
ば
、
後
世
に
至
る
迄
、
守
護
職
補
任
の
政
所
下
文
に
は
何
れ
も
任
闘
の
家
人
が
守
護
の
催
促

に
従
ひ
て
大
番
役
を
勤
仕
す
ぺ
き
こ
ご
を
裁
す
る
を
例
さ
せ

b
o
(
和
国
文
書
建
久
七
年
十
一
月
七
日
及
び
承
元

三
年
六
月
十
六
日
和
泉
困
守
護
に
奥
へ
し
幕
府
政
所
下
文
、

E
A
ぴ
吾
妻
鏡
正
治
元
年
十
二
月
二
十
九
日
橋
勝
因
守

護
小
山
朝
政
補
任
の
傑
等
参
照
)
守
護
の
外
に
は
便
宜
上
、
家
族
制
度
に
依
均
一

τ
一
向
の
上
首
た
る
線
領
の
統
制

を
受
け
し
め
し
こ
さ
も
な
き
に
あ
ら
や
。
建
久
二
年
十
月
七
日
、
幕
府
が
守
護
の
召
集
に
感
じ
若
し
〈
は
一
門
の

上
首
に
扇
L
て
大
番
役
を
勤
な
ぺ
き
を
御
家
人
に
令
せ
る
は
即
も
こ
れ
を
示
す
も
の
な
h
J
O

而
し
て
大
番
役
を
幕

府
の
給
輿
し
若
く
は
承
認
せ
る
所
領
内
分
限
、
即
ち
共
高
に
賦
課
す
る
こ
ご
に
つ
き
で
は
、
従
来
の
慣
行
を
襲
用

し
た
れ
ば
、
此
貼
よ
・
り
し
て
大
番
役
は
御
家
人
役
古
稀
す
る
よ
h
も
、
寧
ろ
所
簡
明
役
古
都
す
る
を
趨
盛
岡
Z
L
hル
h

し
な
り
。

所
領
は
御
家
人
資
格
の
要
件
た
り
。
御
家
人
が
所
領
に
依
り
て
負
援
す
べ
き
御
家
人
役
は
御
家
人
の
義
務
た
る

さ
同
時
に
、
叉
其
樺
利
な
り
さ
い
ふ
こ
Z
を
得
ぺ
し
、

況
ん
や
御
家
人
役
中
の
随
一
た
る
大
番
役
に
於
て
を
や
。

論
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論

議
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白
特
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第
ニ
十
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『
第
四
貌

ノ、
J、
J 、
F、

大
番
役
は
此
御
家
人
た
り
、
准
御
家
人
セ
り
し
も
の
に
し
て
、
始
め
て
こ
れ
に
感
宇
ぺ
〈
、

そ
れ
以
外
は
幕
府
の

金
然
防
義
務
よ
h
J
除
外
す
る
正
こ
ろ
に
し
て
、
縦
し
本
人
み
づ
か
ら
志
願
す
る
も
、
幕
府
は
喧
】
れ
に
向
っ
て
許
可

を
奥
ふ
る
の
限
に
あ
ら

F
h
し
な
り
。
建
久
三
年
六
月
二
十
日
の
幕
府
政
所
下
文
に
於
て
、
幕
府
は
美
濃
閣
の
地

頭
中
、
御
家
人
た
る
程
の
も
の
は
皆
共
守
護
大
内
惟
義
の
催
促
(
召
集
)
に
臆
じ
、
上
京
し
て
大
番
役
を
勤
仕
す
付

き
こ
ご
を
A
T
せ
し
が
、
其
中
会
領
よ
h
J
は
召
集
す
べ
か
ら
ゴ
る
こ
さ
を
命

ι、
又
御
家
人
ご
す
べ
か
ら
ぎ
る
ち

ω

は
、
其
理
由
を
具
申
す
ぺ
し
ご
い
ひ
て
、
暗
に
御
家
人
に
あ
ら

F
る
も
の
に
調
し

τは
召
集
を
免
除
す
べ
き
意
を

一市せ
b
b
故
仁
日
公
傾
仁
扇
す
る
も
の
は
勿
論
、
紳
枇
領
寺
領

ω如
き
も
幕
府
の
寄
附
を
受
け
京
る
も
の
は
幕
府
に

劃
し
て
大
番
役
を
負
携
す
べ
き
義
務
な

L
。
高
野
山
文
書
叉
績
賓
簡
集
(
百
一
)
仁
股
む
る
建
久
八
年
人
月
十
九
日

附
の
幕
府
の
下
文
に
は
、
内
長
大
番
役
催
使
の
高
野
山
領
入
部
を
禁
昏
る
こ

Z
左
の
如
き
も
の
め
ち
、

内
一
一
義
大
番
役
催
使
入
=
高
野
御
領
-
事
、
早
可
v
A
T
t
停
止
¥
但
於
=
堪
器
量
之
輩
-
着
、
雌
b

無
=
使
之
催
国
葬
一
間
月
充
-
、

可
v
A
E
-
勤
仕
-
者
、
修
一
前
右
大
勝
殿
仰
-
執
蓮
如
ν
件

建
久
八
年
入
月
十
九
日

大前
戒イミ
丞京

在琴草
原くL原

在在
珂 卵j

散

位

藤
原
在
判

本
書
は
内
容
形
式
共
に
多
少
の
疑
を
容
る
べ
き
貼
ゐ
る
も
、
幕
府
の
干
渉
を
許
さ
い
V

る
一
祉
寺
領
が
大
番
役
の
徴



募
を
見
る
べ
き
は
嘗
然
な
る
の
み
な
ら
守
、
此
種
の
枇
寺
領
の
嘉
官
に
し
て
御
家
人
た
ら
古
る
も
の
も
、
亦
其
義

務
よ
h
除
外
せ
ら
る
べ
き
は
言
ム
迄
も
な
し
。
隅
田
文
書
に
牧
む
る
建
保
三
年
人
月
二
十
四
日
隅
田
入
幡
宮
寺
公

文
所
下
文
に

(
O上
略
)
「
且
右
大
熔
殿
御
時
、
大
番
役
雄
ν
被
ν
充
ヨ
催
御
家
人
目
、
於
湘
一
領
庄
官
-
者
、
殊
不
砂
入
-
見
品
S
-

之
輩
、

術
以
被
=
一
品
目
除
-
華
、

況
守
護
人
自
由
催
促
敢
不
ν
可
己
水
引
こ
一
五
々
ぜ
い
へ
る
も
亦
御
家
人
な
ら
ざ
る
も
の

に
向
っ
て
大
番
役
を
免
除
せ
ら
る
べ
き
を
明
か
に
せ
る
も
の
な
り
。
而
か
も
彼
等
の
中
に
は
、
往
々
図
司
領
家
じ

抵
抗
せ
ん
古
す
る
不
純
の
意
圏
を
以
て
、
御
家
人
の
名
を
偲
り
て
大
番
役
を
勤
仕
せ
ん
こ
ご
を
申
出
づ
る
も
の
あ

り
し
が
如

L
o
守
護
の
職
権
を
定
め
た
る
点
、
一
水
式
目
(
第
三
像
)
に
「
抑
雄
ν
d
m
=
重
代
御
家
人
-
、
無
町
一
世
田
時
之
所
帯
-

輩者
可
勧ヨミ
ミI' ~15 
護、駈

所催
守主 ー、
之粂
由叉
縦所
雄々
忌下

F E 
ー官
同以

去て
~1段
pn桑
催名
」於
芭御
規家
定人
し 1

1塑
-1-拝

審雪
役尽

きーき
議互
の竺
所 A

役ペ
カf
、主日

御然
家之

人
の
所
領
を
封
象
芭
す
る
も

ω
に
て
、
所
領
を
喪
失
せ
る
も
の
は
、
重
代
の
御
家
人
た
り
芭
も
召
集
の
限
に
あ
ら

守
、
叉
御
家
人
に
あ
ら
古
る
も
の
、
服
役
を
志
願
す
る
も
の
め

h
Z
も
許
可
す
ぺ
か
ら
や
正
せ
る
は
正
に
頼
朝
以

E

来
の
惇
統
的
精
神
を
具
積
化
せ
る

b
の
ご
謂
は
咽
さ
る
べ
か
ら
す
。

所
領
の
分
限
郎
も
高
に
劃
す
る
大
番
役
の
蛍
初
の
割
常
方
は
明
瞭
を
快
く
も
、
和
田
文
書
に
枚
む
る
文
永
九
年

十
月
六
日
の
和
泉
岡
家
人
大
番
兵
士
支
臨
般
に
「
分
限
惣
回
数
k
方
分
武
百
拾
奉
町
漆
段
会
百
歩
、
但
ニ
町
五
反

別
兵
士
一
人
定
」
古
あ
る
に
擦
れ
ば
、
蛍
時
御
家
人
は
英
二
町
五
段
毎
に
一
人
の
兵
士
を
出
だ
す
を
要
し
た
る
な

論

議

制
家
人
白
特
質

第
二
十
巻

{
第
四
就

六
九
)

六
凡



論

護

御
家
人
目
特
質

第
二
十
巻

{
第
凹
鵠

七

O

ハ
八
四

り
o

而
し
て
こ
れ
が
経
費
に
充
つ
る
矯
め
大
番
犬
雑
事
若
し
く
は
大
番
役
銭
己
稀
す
る
も
の
を
徴
牧
せ
h
J
O

諸
家

文
書
纂
に
牧
む
る
正
一
冗
二
年
三
月
十
百
日
源
頼
長
等
蓮
暑
の
譲
般
に
、
其
田
白
田
仁
謝
し
て
京
都
大
香
役
銭
牽
貫
五

百
文
、
自
国
役
銭
三
百
人
拾
七
文
等
の
所
役
あ
る
こ
ご
を
載
ぜ
、
正
木
文
書
弘
長
二
年
入
月
二
十
八
日
嘩
智
(
時
粂
)

(
公
事
)

の
譲
肢
に
も
「
京
か
ま
〈
ら
の
を
う
は
ん
ご
い
び
、
御
わ
う
は
ん
ご
い
ひ
、
か
れ
こ
れ
五
町
か
〈
う
し
を
つ

Z
む
へ

し
」
古
い
へ
る
も
の
是
な
り
o

寛
元
二
一
年
五
月
九
日
、
幕
府
は
西
国

ω
新
補
地
頭
が
京
都
大
番
役
ご
し
て
段
別
謀

役
を
徴
牧
す
る
を
不
嘗
ご
し
、
白
後
夫
役
雑
事
以
外
は
一
切
停
止
す
ぺ
包
を
令
せ
り
o

文
永
六
年
入
月
二
日
東
寺

領
若
狭
図
太
良
症
雑
掌
は
、
同
症
の
地
頭
若
狭
定
漣
(
四
郎
入
道
)
が
大
番
雑
事
ご
し
て
段
別
に
銭
武
百
五
拾
文
を

認
せ
る
を
不
服
ご
し
て
・
若
狭
閥
内
の
先
例
よ
り
す
る
も
、
寛
元
三
年
五
月
九
日
の
式
日
追
加
よ
り
す
る
も
、
人

夫
召
仕
帥
も
人
夫
役
若
し
〈
は
夫
役
雑
事
Z
稿
す
る
も
の
、
外
は
臆
す
る
の
義
務
な
き
一
』
子
炉
}
訴
へ
た
b

J

G

(

束

寺
文
書
)
而
し
て
幕
府
が
本
所
の
症
官
を
御
家
人
に
准
じ
て
大
番
に
召
集
す
る
ニ
ご
よ
h
、
本
所
の
不
満
を
買
ふ

を
恐
れ
た
る
は
天
一
職
一
冗
年
五
月
一
日
の
御
数
書
に
於
て
、
「
抑
雄
ν
般
彦
名
下
司
職
-
、
非
=
御
家
人
列
目
者
、
守
護
人
夏
不
レ

可
b
k

ザ
福
山
口
促
大
番
役
回
、
若
充
=
催
其
役
-
者
・
可
ν品
局
a
本
所
之
欝
訴
司
之
故
山
色
、
古
い
へ
る
に
依
・
り
て
も
知
ら
る
ぺ
し
。

守
護
の
徴
募
に
肱
じ
て
上
京
せ
る
諸
閣
の
大
番
衆
は
、
後
世
の
そ
れ
の
如
〈
、
主
従
所
在
の
民
戸
に
寄
宿
し
、

京
都
仁
於
り
る
一
定
の
詰
所
‘
却
も
所
謂
役
所
に
出
で
、
警
備
の
任
に
嘗
み
リ
宋
ね
て
犯
人
の
逮
捕
等
の
警
察
事
務

を、取
h
J
L
な
h
J
O

明
月
記
建
仁
二
年
入
月
七
日
僚
に
、
「
近
日
武
士
入
洛
、
不
v
白
川
一
主
-
(
数
一
、
門
々
戸
々
入
宿
云
阜
、
依



ν

之
人
口
政
々
、
但
例
大
欝
有
勢
物
上
古
如
u
比
云
々
」
吉
見
b
、
又
同
書
車
問
油
開
元
年
十
月
十
七
日
僚
に
も
「
武
士
多

入
治
号
、
察
官
製
錯
烈
ノ

h
h主
主
子
)
ご
見
主
る
は
大
番
兵
士
の
夏
代
期
に
於
て
多
〈
上
京
せ
る
を
見

る
ぺ
じ
。
彼
等
の
詰
所
さ
し
て
は
内
一
基
練
門
役
所
、
中
御
門
大
宮
等
斥
(
以
上
和
田
文
書
)
五
保
内
一
義
西
封
の
南
妻

(
深
堀
文
書
)
新
院
御
所
殿
上
口
(
東
寺
文
書
)
等
の
名
関
係
文
書
に
散
昆
せ
り
。
彼
等
の
中
に
は
多
く
の
従
卒
(
下

人
)
を
随
へ
、
剰
へ
萎
を
同
伴
せ
る
も
の
も
あ
h
二
(
三
浦
泰
時
の
如
き
)
明
月
記

ω所
謁
大
番
有
勢
物
蒋
多
数
の

同
行
岩
を
率
ゐ
し
な
る
目
、
く
、
其
夏
代
期
に
は
頗
る
雑
啓
を
極
め

τ京
人
の
視
聴
ef
釜
hrL
、
な
ら
ん
。

大
番
の
真
代
期
に
つ
き
て
は
、
承
久
軍
物
語
に
、
卒
政
子
が
部
下
の
時
間
士
に
語
れ
る
訓
示
の
一
節
、
従
来
一
般

に
事
責
ご
し
て
認
め
ら
れ
居
れ
り
。
郎
も
頼
朝
以
前
に
あ
'
り
て
は
企
闘
の
武
士
、

三
年
間
の
大
番
を
一
生
の
大
事

ご
な
L
、
家
子
郎
等
に
至
る
迄
も
盛
装
せ
し
め
て
上
京
す
ピ
雄
刊
と
も
、

三
年
の
滞
京
に
資
力
耗
悲
し
期
満
も

τ後

は
徒
跳
に
て
困
じ
就
き
h
h
h
し
を
、
頼
朝
司
』
れ
を
憐
み
て
六
筒
月
に
短
縮
し
、
何
人
も
其
任
を
全
く
す
る
を
得
せ

し
め
た
れ
ば
、
士
v伊
夫
に
悦
服
せ
ム
り
ご
い
ふ
に
ゐ
h
o
此
事
た
る
吾
妻
鏡
等
の
貫
録
諸
書
に
載
せ
，
さ
る
ど
こ
ろ
な

h
J」
雌
Y」
も
・
頼
朝
の
士
心
を
牧
撹
せ
ん
ご
努
め
た
り
じ
一
般
政
策
よ
り
推
す
も
、
他
に
反
謹
の
出
で
ざ
る
限

h
J
、
姑
〈
こ
れ
を
事
賞
正
認
め
て
不
可
な
か
る
ぺ
し
。
果
し
て
然
ら
ば
大
番
は
街
士
の
遺
制
ご
し
て
、
英
克
代
年

限
は
倫
ほ
三
箇
年
に
定
め
ら
れ
居
た
b
し
な

h
。
(
曾
我
物
語
に
も
三
年
間
滞
京
し
て
大
番
を
勤
仕
せ
し
こ
吉
見

ゆ
)
然
る
に
頼
朝
は
共
期
限
の
品
開
り
に
長
〈
、
御
家
人
の
負
擦
の
重
き
に
渇
や
る
を
認
め
て
、

ニ
れ
が
短
縮
を
断

論

議

御
家
人
山
特
質

第
二
寸
巻

(
第
四
抗

七

、
に
王

'
ノ
ー



論

叢

御
家
人
白
特
質

第
二
十
巻

〔
第
四
披

ーヒ

F

ハ
八
六

行
し
た
b
し
な
ら
ん
。
但
其
期
限
を
一
箇
年
Z
な
す
は
併
に
先
例
の
存
す
る
あ
る
も
、
こ
れ
を
六
筒
月
ご
な
す
は

劇
品
提
も
亦
甚

L
〈
、
貴
行
上
支
障
を
生
宇
べ
し
ご

ω疑
も
あ
ら
ん
か
。
然
れ

H

と
も
筏
世
大
番
の
年
限
の
六
筒
月

z

な
り
し
事
質
あ
る
の
み
な
ら
す
、
或
る
時
代
仁
は
三
箇
月
を
以
て
一
期
ご
な
せ
る
こ
さ
す
ら
ゐ
れ
ば
、
此
勲
よ
ち

推
し
て
六
筒
月
一
期
の
事
買
を
疑
ふ
ぺ
き
に
あ
ら
示
。

其
後
真
に
夏
代
期
の
延
長
ゐ
り
し
さ
見
え
、
天
踊
二
年
(
文
暦
一
克
年
)
に
至
hJ
、
幕
府
は
明
年
よ
h
改
め
て
京
都

大
番
は
六
筒
月
を
以
て
一
議
ご
定
め
、

一
番
よ
り
十
二
番
迄
の
結
香
を
行
ひ
、

一
番
に
嘗
れ
る
も
の
は
、
明
年
正

月
よ
り
六
月
に
至
る
塩
在
京
す
べ
き
を
令
せ

h
o
(
吾
妻
鏡
)
同
年
七
月
一
日
六
波
羅
北
保
重
時
よ
り
深
塀
能
仲
が

大
番
衆
ご
し
て
正
月
よ
b
六
月
に
至
る
六
筒
月
間
の
大
番
勤
務
を
了
せ
る
こ
ご
を
幕
府
に
屑
出
で
し
は
明
】
れ
が
唖
岬

め
な
り
0

(

深
堀
文
書
)
然
る
に
賢
治
元
年
十
二
月
二
十
九
日
幕
府
は
真
に
三
筒
月
を
以

τ京
都
大
番
の
夏
代
期
ご

錯
し
、

一
番
よ
ち
二
十
二
番
迄
の
順
位
を
定
め
化
h
J
O
(
吾
妻
鏡
)
此
新
徴
兵
A
T
は
永
〈
行
は
れ
g
h
J
L
Z
見
ゎ
、

E
嘉
三
年
二
月
二
十
日
、
幕
府
は
深
堀
太
郎
に
向
っ
て
明
年
正
月
一
日
よ
b
同
六
月
晦
日
に
至
る
迄
番
頭
足
利
三

郎
の
催
に
随
っ
て
大
番
を
勤
仕
せ
ん
こ
ご
を
A
T
せ
b
o
(
深
堀
文
書
)
而
し
て
正
安
三
年
七
月
三
目
、
和
田
助
家
が

和
泉
図
の
御
家
人
役
ご
し
て
正
月
一
日
よ
り
六
月
晦
日
に
至
る
造
内
裏
棟
門
役
所
の
大
番
を
勤
仕
せ
し
を
見
る

も
、
(
和
田
文
書
)
恐
ら
〈
幕
末
に
至
る
迄
某
盤
真
を
見
F
h
し
な
ら
ん
。

御
家
人
に
脱
出
す
る
大
番
役
の
夏
代
勤
務
は
幕
府
の
命
令
に
依
る
も
の
じ
し
て
.

こ
れ
を
月
充
ご
い
ふ
。
彼
等
じ



し
て
若
し
共
夏
代
期
に
至
る
も
上
京
せ
ゴ
る
時
は
、
前
の
大
番
衆
は
其
憧
勤
績
す
る
の
己
h
u
を
得
さ
る
に
至
る
を

以
て
、
文
暦
二
年
七
月
二
十
三
日
、
幕
府
は
一
筒
月
遅
奉
せ
る
も
の
は
二
倍
月
勤
続
せ
し
む
る
こ
ご
、
せ
h
o
叉

御
家
人
に
し
て
守
護
所
の
召
集
に
廃
喧
玄
る
も
の
に
向
つ
て
は
、
文
暦
二
年
正
月
二
十
六
日
、
守
護
の
屑
出
に
依

。
て
彼
等
の
1
7
限
却
丸
一
所
領
の
高
に
膝

ι、
過
料
を
徴
し
て
清
水
橋
の
修
理
費
に
充
て

L
む
る
こ
ご
、
せ
h
J
O

大

番
衆
の
勤
務
中
其
監
視
す
べ
き
囚
徒
を
逃
走
せ
し
め
た
る
も
の
亦
同
じ
。
(
天
鵡
一
冗
年
八
月
十
五
日
の
追
加
)

然
る
に
一
五
の
来
冠
以
来
鎮
西
は
其
要
街
に
嘗
る
こ
ご
、
な
り
た
れ
ば
、
建
治
元
年
幕
府
は
岡
地
方
の
御
家
人
を

し
て
専
ら
其
警
備
に
常
ら
し
h
u
る
魚
め
特
に
京
都
大
番
役
を
免
除
し
、
在
京
の
武
士
を
以
て
こ
れ
に
代
は
ち
し
め

た
り
。
然
れ
ば
所
謂
在
京
の
武
士
は
も
ご
よ
り
大
番
の
義
務
を
兎
除
せ
ら
れ
し
吉
見
え
た
b
。

大
番
衆
は
番
頭
の
指
揮
を
受
〈
る
を
要
せ
り
。
前
掲
番
頭
足
利
三
郎
の
外
、
寛
一
克
二
年
に
大
番
血
熱
Z
し
て
在
京

勤
務
中
六
波
羅
及
び
番
頭
城
泰
離
に
周
出
一
の
手
緩
を
取
ら
守
し
て
出
家
せ
る
新
田
太
郎
が
所
領
波
牧
の
刑
仁
慮
せ

ら
れ
し
こ

Z
吾
妻
鏡
に
見
ゅ
。

鎌
倉
大
番
役

鎌
倉
大
番
Z
は
京
都
大
番
の
内
裏
に
於
げ
る
が
如
〈
、
幕
府
郎
も
此
宮
中
の
警
衡
に
嘗
た
る

べ
き
も
の
に
し
て
、
京
都
大
番
の
制
に
倣
ひ
し
も
の
な
る
こ
ピ
、
其
名
稀
に
擦
る
も
明
か
な
り
。
然
る
に
此
大
番

の
何
時
に
始
ま
h
し
や
一
ド
っ
き
て
は
、
猶
ほ
多
少
の
研
究
を
要
す
る
も
の
ゐ

h
。
武
家
名
目
抄
(
大
番
の
僚
)
に
は

頼
艇
が
鎌
倉
の
主
さ
し
て
迦
へ
ら
れ
し
後
、
京
都
の
そ
れ
に
倣
ひ
て
此
大
番
役
を
設
付
、
諸
闘
の
武
士
が
京
都
Z

諭

君主

桐
軍
人
由
時
質

第
二
寸
巷

(
第
四
親

七
三
)

ハ
凡
七
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議

柵
家
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特
質

第
二
十
巻
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第
四
競

七
日目

八
八
八

同
じ
〈
番
役
を
勤
む
る
ニ
正
、
な
れ

h
Z
せ
り
。
此
設
に
従
へ
ば
、
鎌
倉
大
番
役
は
幕
府
の
創
設
ご
共
に
始
ま
れ

る
も
の
に
は
あ
ら
守
し
て
、
頼
経
の
京
都
よ
り
下
向
せ
し
時
に
始
ま
れ
る
な
り
。
こ
れ
主
ご
し
て
吾
妻
鏡
貞
膝
ニ

年
五
月
十
四
日
僚
に
「
豪
下
番
衆
井
侍
大
番
勤
仕
之
輩
」
云
々
の
文
あ
る
に
擦
り
て
設
を
立
て
し
も
の
な
b
o

此
記
事
が
吾
妻
鏡
に
於
け
る
鎌
倉
大
番
の
初
見
な
b
ピ
す
る
も
、
こ
れ
を
以
て
直
に
鎌
倉
大
番
其
者
が
是
時
に

始
ま
れ

h
t
着
倣
す
べ
か
ら
す
。
現
に
幕
府
の
三
大
機
関
の
一
た
る
侍
所
は
、
も
ご
管
中
に
於
け
る
御
家
人
の
宿

衛
す
べ
き
己
こ
ゐ

Z
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
創
立
正
共
に
開
始
せ
ら
れ
、
其
長
官
た
る
侍
所
別
嘗
は
、
或
る
特
殊
の

事
情
に
依
h
て
、
幕
府
の
創
立
に
先
だ
も
て
選
任
せ
ら
れ
た
h
。
き
れ
ば
吾
妻
鏡
に
操
る
も
、
関
東
番
役
の
事

は
、
阪
仁
文
治
ニ
年
に
見
b
、
幕
府
に
あ
b
て
も
亦
夙
仁
京
都
大
番
の
如
き
番
役
あ
h
L
-』

Z
疑
を
察
れ
ゴ
る
ご

こ
ろ
な

h
o
然
れ
ば
問
題
は
幕
府
の
創
立
以
来
の
一
番
役
が
、
後
世
の
如
〈
大
番
役
正
絹
せ
ら
れ
居
h
L
や
否
ゃ
に

止
ま
る
ぺ
し
。

吾
妻
鏡
嘉
職
一
元
年
十
二
月
二
十
一
日
僚
に
擦
れ
ば
、
頼
朝
の
時
よ
り
御
家
人
は
賞
番
Z
耕
し
て
、
或
は
一
筒
月

或
は
二
箇
月
間
、

日
夜
幕
府
の
西
侍
に
宿
衛
し
、
諸
問
の
警
固
等
に
任
じ
た
'
り
し
な
り
。
然
る
に
建
保
一
万
年
五
月

侍
所
別
嘗
た
ら
し
和
田
義
盛
の
丘
〈
を
泉
「
る
に
常
習
り
て
、
幕
府
は
兵
焚
に
躍
り
、
芸
品
位
再
遺
せ
ら
れ

L
も
、
規
模

狭
障
に
し
て
、
特
所
の
設
け
な
く
、
且
つ
頼
経
は
猶
は
幼
稚
な
b
し
か
ば
、
承
久
元
年
七
月
積
極
の
下
向
後
(
一
一

十
八
日
)
其
座
所
に
近
、
さ
東
小
侍
を
詰
所
ご
し
て
、
此
に
抵
候
す
る
こ
ご
、
な
し
・
侍
所
別
賞
の
外
新
に
小
侍
所



別
賞
を
補
せ
ら
れ
た

b
。
(
吾
妻
鏡
嘉
誠
元
年
十
二
月
二
十
一
日
傑
)
こ
れ
に
擦
れ
ば
、
承
久
元
年
以
後
に
於
て
は

金
〈
従
来
の
西
侍
な
き
に
似
た
り
。
然
る
に
吾
妻
鏡
(
寛
文
版
東
鑑
股
漏
)
嘉
藤
元
年
十
月
二
十
一
日
の
僚
に
は
左

の
記
事
ゐ
り
、

衣
東
西
侍
御
簡
来
事
有
主
(
沙
流
ヘ
若
宮

(
O頼
経
)
御
幼
稚
之
問
、
就
=
御
所
遅
々
』
束
小
侍
可
ヨ
着
到
国
之
由
、

御
下
向
之
始
被
ν
定
上
者
、
不
v

及
=
子
細
目
、
但
西
侍
無
ν
人
之
傑
、
似
ν
背
-
古
例
“
乎
、
例
相
州

(
O北
僚
時
房
)
以

下
可
v
然
人
々
者
差
一
桑
名
代
-
、
門
々
如
一
-
警
国
之
事
"
、
蓮
日
夙
古
代
可
u
A
T
v
致
-K(勤
-
由
也
、
遠
江
己
下
十
五
筒
圏
御

。
。
。

家
人
等
、
十
二
筒
月
依
=
彼
分
限
多
少
『
而
可
旦
差
光
】
、
雄
ν
骨
岬
=
自
身
出
仕
之
日
司
、
可
ν
進
-
名
代
於
西
侍
】
(
銃
一
一
之
大

番
】
)
之
由
議
定
畢

(
O上
下
略
)

所
謂
東
西
侍
御
筒
衆
己
は
、
東
侍
及
び
西
侍
の
着
到
に
付
ぺ
ぺ
き
番
血
却
を
い
ふ
。
頼
経
下
向
の
賞
時
、
東
・
小
侍

に
砥
候
す
る
の
制
を
始
め
た
ち
し
も
、
こ
れ
も
ご
事
情
己
む
を
得
ぎ
る
に
出
で
し
も
の
に
し
て
、
頼
朝
以
来
の
前

例
に
は
あ
ら

F
り
き
。
是
を
以
て
執
様
漣
署
北
僚
時
房
等
の
重
も
な
る
も
の
は
、
西
侍
に
人
な
き
を
古
例
に
背
〈

も
の
さ
な
し
、
英
名
代
即
も
代
官
舎
此
に
置
き

τ、
諸
問
の
警
衛
等
を
怠
ら

y
hじ
な
り
。
然
れ
ど
も
小
侍
所
の

新
設
以
後
、
姑
〈
は
同
所
に
重
き
を
置
き
し
縛
め
か
、
西
侍
に
関
す
る
制
度
を
設
り

y
h
し
が
、
嘉
織
元
年
十
一
一

月
二
十
一
日
に
至
h
て
、
遠
江
以
下
十
五
筒
図

ω御
家
人
Z
し
て
西
侍

ω番
役
を
負
曲
目
せ
し
む
る
こ
吉
、
な
れ

り
o

此
規
定
に
従
へ
ば
、
御
家
人
の
所
領
の
高
仁
依
り
て
賦
課
す
る
こ
ご
は
、
猶
は
京
都
大
香
の
如
、
さ
も
、
主
(
夏

司自

叢

柵
家
人
目
特
質

第
二
十
巷

(
第
四
都

七
五
)

六
λ
九
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六
九
O

代
期
は
六
筒
月
を
延
長
し
て
一
箇
年
Z
な
せ
り
。
思
ふ
に
遠
江
以
下
の
十
五
箇
図
は
園
名
を
明
示
せ
ぎ
れ
刊
と
も
、

所
謂
束
閣
に
属
す
る
も
の
な
る
べ
き
を
以
て
、
彼
京
都
警
衡
の
武
士
を
主
ご
し

τ京
都
廷
闘
に
取
り
し
が
如
〈
、

勤
務
上
の
便
宜
は
奥
へ
ら
れ
居
、
り

L
も
の
な
ら
ん
。
而
L
て
幕
府
に
於

τ現
に
職
務
を
有
す
る
も
の
ぜ
雌
Y
}
も
、

-
』
れ
を
兎
除
せ
ら
る
、
こ

E
な
〈
、
其
代
官
を
出
だ
し
て
番
役
に
従
は
し
め
し
が
如
吉
、
幕
府
が
如
何
に
此
兵
役

を
重
要
視
し
た
り

L
か
を
知
る
べ
き
な
h
o

吾
妻
鏡
の
此
記
事
中
注
意
す
べ
き
は
、
西
侍
の
番
役
を
大
番
己
競
す
ご
の
分
註
是
れ
な
り
。
こ
れ
に
擦
れ
ば
、

大
番
の
稀
は
是
時
に
始
ま
る
に
似
た
る
も
、
同
書
記
は
司
』
れ
よ
h

J

二
年
前
な
る
貞
際
二
年
五
月
十
四
日
僚
に
於

て
、
現
仁
特
大
番
の
稀
見
ap
北

h
o
且
つ
此
大
替
は
頼
経
下
向
の
時
に
始
め
た
る
東
小
伶
の
番
役
を
い
ふ
も
の
に

あ
ら
守
し

τ、
却
っ
て
頼
朝
の
時
よ
h
存
す
る
己
こ
ろ
の
西
侍
の
番
役
を
い
w

ふ
も
の
な
り
。
故
に
彼
吾
妻
鐙
貞
熔

二
年
五
月
十
四
日
の
僚
に
牽
下
番
来
併
侍
大
番
勤
仕
之
輩
£
ゐ
る
も
の
、
如
き
、
両
伶
の
侍
大
番
に
劃
し
て
東
小

侍
の
番
衆
を
ば
牽
下
番
品
加
古
い
へ
る
な
り
。

司
』
れ
に
依
'
り
て
観
れ
ば
、

小
侍
が
頼
経
の
下
向
後
に
新
設
せ
巳
れ
し
こ
ご
は
事
賞
な
る
も
、
大
番
は
決
し
て
頼

耐
粧
の
時
に
始
ま
り
し
も
の
に
あ
ら
守
し
て
、
幕
府
創
設
以
来
の
制
度
た
る
な
り
。
但
吾
妻
鏡
に
は
頼
朝
の
時
御
家

人
が
「
嘗
番
」
Z
稗
L
τ
抵
候
せ
し
こ
ど
を
載
す
る
も
、
大
番
正
稗
せ
し
こ
ご
を
載
せ
中
。
且
つ
東
小
侍
の
新
設
は

西
侍
の
な
き
に
依
る
古
い
へ
ば
、
西
侍
の
宿
直
は
幕
府
の
焼
失
後
、

一
旦
中
絶
に
陣
L
、
時
房
等
に
依
り
て
再
興



せ
ら
れ
た
り
し
後
に
於
て
、
始
め
て
大
番
の
稀
を
生
壱
し
ゃ
も
未
だ
測
り
知
る
ぺ
か
ら
十
。
然
る
に
こ
れ
唯
名
稽

の
論
の
み
。
鎌
倉
大
番
の
事
貨
に
於
て
は
幕
府
の
創
設
以
来
阪
に
依
存
せ
し
事
を
記
せ
ゲ
る
ぺ
か
ら
十
。

否
や
に
つ
き
て
は
、

頼
朝
の
時
代
に
於
け
る
鎌
倉
の
番
役
が
、
嘉
誠
の
制
の
如
く
、
或
る
地
方
に
限
h
て
御
家
人
に
課
せ
ら
れ
し
ゃ

こ
れ
を
確
む
べ
き
資
料
に
乏
し
。
然
れ
ど
も
現
存
の
史
料
に
基
き
て
試
み
に
臆
測
を
下
せ

ば
、
嘗
時
未
H
h
此
〈
の
如
き
規
定
な
か
'
り
し
に
似
た
り
。
吾
妻
鏡
建
久
四
年
十
月
二
十
九
日
傑
に
、
幕
府
が
其
倉

庫
よ
り
米
首
石
、
及
び
大
豆
百
石
を
出
だ
し
て
遠
凶
よ
り
鎌
倉
に
来
れ
る
御
家
人
に
賑
給
せ

L
こ
ご
あ
h
J
O

彼
等

は
恐
〈
は
幕
府
の
番
役
に
従
ひ
っ
、
あ
り
し
も
の
な
る
べ

L
o
伺
同
書
文
治
二
年
正
月
十
日
僚
に
、
頼
朝
が
、
新

に
婿
津
園
貴
志
の
輩
を
並
(
御
家
人
に
加
ふ
る
Z
共
に
、
彼
等
に
向
つ
て
は
特
に
「
関
東
番
役
」
を
免
除
し
て
、

れ

に
代
ふ
る
に
京
都
守
護
た
る
藤
原
能
保
の
第
の
宿
置
を
以
て
せ
る
こ
子
伊
』
載
せ
た

h
o
こ
れ
後
世
に
於

υ
る
六
波

羅
の
宿
衛
り
如
き
も
の
な
る
べ
し
。

鎌
倉
山
り
番
役
は
共
一
具
代
期
限
、

一
筒
月
か
、
長
〈
も
二
筒
月
を
超
過
心
u
g
h
L
ω
み
な
ら
ず
、
警
い
判
事
務

ω
滋

閑
難
易
も
亦
京
都
の
比
に
あ
ら
ま

h
し
よ
り
、
幕
府
は
建
久
四
年
二
月
(
二
十
八
日
)
A
T

を
後
し
て
在
京
武
士
の
功

は
「
閥
東
近
士
」
よ
り
重
炉
ら
し
め
た
り
。
此
所
謂
閥
東
近
士
ご
は
幕
府
に
出
仕
す
る
も
の
、
識
な
れ
ど
・
京
都
警

衛
の
御
家
人
に
謝
し
て
、

こ
れ
を
狭
義
に
解
緯
L
鎌
倉
警
衡
の
御
家
人
を
指
せ
る
も
の
ご
看
倣
す
を
得
べ
く
、
叉

こ
れ
を
廉
義
に
解
秤
す
る
も
、
彼
等
が
亦
英
中
に
包
合
せ
ら
れ
居
た
h
し
合
否
む
ぺ
か
ら
や
。

諭

叢

御
家
人
白
特
質

第
二
十
巻

(
第
四
挽

七
七
)

，、
ブL



f荷

議

御
家
人
の
特
質

部
二
十
巻

{
第
四
概

七
八
)

，、
九

鎮
西
守
護
所
大
番
役

此
他
大
友
文
書
に
擦
れ
ば
鎮
西
の
地
頭
御
家
人
に
劃
し
て
守
護
所
大
番
役
を
認
す

る
こ
ピ
ゐ
り

L
t
見
わ
た
り
。
却
も
同
書
建
久
六
年
人
月
二
十
五
日
肥
前
国
押
傾
使
藤
原
宗
家
の
注
進
航
に
於
て

は
、
其
一
部
ご
し
て
、
肥
前
国
御
家
人
の
一
番
よ
ら
二
十
八
番
迄
に
分
も
、
九
月
一
日
よ
り
三
日
毎
に
夏
代
結
番

す
べ
き

--zef載
せ
た
り
。
果
た
し
て
然
ら
ば
彼
一
元
の
来
通
に
つ
き
て
始
め
ら
れ
た
る
博
多
警
同
番
役
に
類
せ
る

も
の
、
既
に
是
時
に
存
せ
り
ご
な
す
べ
し
o

此
設
準
紋

ιは
中
原
親
能
の
袖
判
あ
h
、
こ
れ
親
能
が
是
時
鎮
西
守

護
た
'
り
し
に
依
る
吋
し
。
是
よ
h
先
、
喝
さ
天
野
遠
景
、
鎮
西
奉
行
人
ご
し
て
鎮
西
に
於
け
る
御
家
人
を
統
率
し
た
り

し
が
建
久
六
年
五
月
幕
府
が
、
親
飽
を
鎮
西
守
護
人
吉
な
す
の
政
所
下
文
大
友
文
書
に
見
ゆ
。
然
る
に
此
下
文
は

芸
文
殻

zhlひ
様
式
Z
ν
ひ
、
並
び
に
疑
ふ
べ
き
も
の
ゐ
る
の
み
な
ら
争
、
吾
妻
鏡
に
は
親
能
の
鎮
西
守
護
に
補

せ
ら
れ
し
こ
ど
を
載
せ

?
Lて
、
却
っ
て
ド
交
に
五
月
鎮
西
は
後
向
せ
し
め
ら
れ
た
る
筈
の
親
能
が
、
京
都
守
護

Z
し
て
八
月
六
日
在
京
し
っ
、
あ
り
し
こ
ご
を
載
せ
た
旬
。
而
か
も
鎮
西
守
護
所
大
番
の
嘗
時
に
存
せ
し
ニ

E

は
、
一
見
に
疑
を
容
る
ぺ
〈
も
あ
ら
‘
ざ
る
な
h
o


